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2018 年 5 月 8 日 
 
 

曙ブレーキ、｢人事異動のお知らせ｣ 

 

曙ブレーキ工業株式会社（代表取締役社長：信元久隆 本店：東京都中央区 本社：埼玉県羽生市）は、

2018 年 6 月 15 日付人事異動について、以下の通りお知らせいたします。 
 

 
 
 

【別紙添付:部長級以上の人事発令】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【2018年6月15日付 役員級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

常勤監査役*1 経営企画部門 経営企画部 担当部長 篠田 達也

社外監査役
*1 高橋 均

社外監査役
*1 板垣 雄士

常勤監査役
*2 岡田 拓信

社外監査役
*3 遠藤 今朝夫

社外監査役
*3 淡輪 敬三

＊1　平成30年6月15日開催予定の第 117回定時株主総会における承認を前提としております。

＊2　平成30年6月15日開催予定の第 117回定時株主総会終結の時をもって辞任の予定です。なお常勤監査役辞任後は、執行役員就任予定です。

＊3　平成30年6月15日開催予定の第 117回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。

選任理由（篠田 達也氏）：
当社グループの本社及び内外子会社において、長年にわたり財務経理業務に携わり、財務経理分野における幅広い経験と見識を有しており、常勤監査役としてその職務を適正に遂行していただくことが期待されるため、監査役としての選任をお
願いするものであります。

選任理由（高橋 均氏）：
商法・会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通しており、長年の企業実務経験と法理論の両面にわたる幅広い見識により、社外監査役としての役割を果たしていただくことが期待されるため、社外監査役として選任をお願いするものであり
ます。なお、同氏が直接会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

選任理由（板垣 雄士氏）：
長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と他社における社外監査役の経験を有しており、財務及び会計に関する幅広い見識により、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏が直接会社の経営に関与した経験は
有しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
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